
あなたと、ともに。

椿総合法律事務所
椿行政書士事務所

あなたと、ともに。
私達は、問題を抱えて来られた方が最後は笑顔になって帰っていただけるように、全力を尽くします。

あなたに寄り添い、あなたと一緒に考え、あなたとともに最善の答えを導きます。

相談してよかったと言われることが、私達にとって一番の喜びです。

ひとりで悩まず、まずは私達にお話しください。

ご相談について

まずは、ご相談の予約をお取りください。※予約は24時間受け付けております。

弁護士、行政書士と都合が合えば、即日のご相談も可能です。

お電話でのご相談は実施しておりません（顧問様は除きます）。

椿総合法律事務所

あなたと、ともに。

椿行政書士事務所

平日9:00～18:00　定休日:土曜、日曜、祝祭日
時間外の相談をご希望の方はご相談ください。但し、ご希望に添えない場合もあります。

〒444-0852　愛知県岡崎市南明大寺町4番地24　TSビル3階

国道248号線　岡崎警察署から豊田方面へ200m 〈専用駐車場あり〉

0564-64-2314（代）0564-64-2335

行政書士

鈴木昭弘
AKIHIRO SUZUKI

愛知県行政書士会所属

中央大学法学部卒
平成15年行政書士登録

平成19年6月
椿総合法律行政書士事務所を開設

【所属団体・研究会】
岡崎地区外国人雇用管理推進協議会
外国人入管手続研究会（略称IPAA）

民事法務研究会

弁護士

岩田真美
MAMI IWATA

愛知県行政書士会所属

北海道大学法学部卒
北海道大学法科大学院卒

令和4年弁護士登録

代表弁護士　

高 桒  美 奈 
MINA TAKAKUWA

愛知県弁護士会所属

愛知県弁護士会所属
南山大学法学部卒

平成15年
弁護士登録

(中根常彦法律事務所)
平成19年

椿総合法律行政書士事務所 開設
所属団体/日本マンション学会

愛知県弁護士会所属

弁護士（パートナー）

小出和之
KAZUYUKI KOIDE

静岡大学人文学部法学部卒
名城大学法科大学院卒
平成26年弁護士登録

弁護士(パートナー)

佐 藤　通 記 
MICHINORI SATO

愛知県弁護士会所属

名古屋大学理学部（数学科）卒
平成１５年弁護士登録

小川総合法律特許事務所（名古屋市）、
古性明法律事務所（岡崎市）を経て、

令和元年８月に当事務所に入所しました。



不幸にも交通事故に遇われた方、交通事故を起こし

てしまったあなたの問題解決のお手伝いをします。

当事務所がお手伝いできることの例

1. 保険会社の担当者の対応に不満がある場合

弁護士があなたに代わって保険会社と交渉します。

2.保険会社の保険金提示額に納得できない場合

保険会社も企業である以上、

なるべく支払う保険金額は低く抑えようとします。

場合によっては、裁判を起こした場合の6割から7割程度の

金額を提示してくることがあります。

弁護士は、法的観点からあなたの損害を評価算定し、

適正な損害の補てんを実現します。

3.示談がまとまらない場合

どうしても示談がまとまらない場合には、

裁判手続によって、問題の解決を図ります。

4.後遺症の認定に納得がいかない場合

後遺症がある場合、等級の認定は、損害賠償の

金額に大きく影響します。私たちは、あなたの損

害が救済されるよう最善を尽くします。

その他

1.示談交渉2契約交渉3.契約書作成

4.内容証明 5近隣トラブルvis

7.帰化8.国際結婚9.渉外戸籍 ...etc

まずはお電話下さい。

※詳しい内容、料金についてはお問い合わせください。

事務所内にサポートメニューをご用意しております。

経験豊富な弁護士が離婚に関するさまざまな問題

解決のお手伝いをします。

■当事務所がお手伝いできることの例

1.離婚相談

離婚すべきかどうか悩んでいる方のご相談を

お受けします。

2.離婚手続

離婚手続を有利に進めるためのアドバイスをします。

3.離婚顧問

離婚手続をご自分で進めたい方のために、

継続相談によるサポートを行います。

4.離婚協議書作成

夫婦間で話し合った離婚についての取り決めを文書化します。

5.離婚交渉

相手方との協議離婚のための交渉をあなたに代わって行います。

6.離婚調停

協議離婚がまとまらない場合に、離婚調停をお手伝いします。

7.離婚裁判

離婚調停でもまとまらなかった場合は、離婚裁判のお手伝いをします。

8.強制執行手続

調停や裁判などで決めた内容を相手方が守らない

場合に、強制執行を行う手続をお手伝いします。

その他、離婚に関するさまざまな問題

(子供のこと、お金のこと、離婚後の生活など)についてサポートします。

あなたが亡くなった後、のこされた方々にあなたの

想いを伝えるお手伝いをします。

当事務所がお手伝いできることの例

1.遺言書の記載内容のご提案

ご家族や財産の状況をお聞きして、最適な遺言書の

記載内容をご提案します。

2.遺言書作成のお手伝い

あなたの意向にしたがった内容の遺言書の文案をお作りします。

3.公正証書遺言作成のお手伝い

遺言書を公正証書にしたいとき、あなたに代わって

公証人と打合せを行い、公正証書遺言作成のための調整をします。

4.遺言執行者をお引き受けします。

あなたの遺言の内容を確実に実現するため、

遺言執行者をお引き受けします。

その他、遺言書作成に関するさまざまなお困りごとの

ご相談に応じます。

相続

遺言書作成

交通事故

離婚

1. 相続人の確定

　法律上どなたが相続人になるのかを調査します。

2.相続財産の確定

　遺産の範囲を確定し、金銭的に評価します。

3.遺言書の処理

　遺言書がある場合、法律にしたがって適切に処理できるようアドバイスします。

4.遺産分割協議のお手伝い

　相続人間で遺産を分割する話し合いをお手伝いします。

5.遺産分割協議書の作成

　相続人間でまとまった、遺産の分割方法を書面にします。

6.遺産分割調停のお手伝い

　遺産分割協議がまとまらなかった場合の裁判所での手続をお手伝いします。

7.遺産分割に伴う各種手続のお手伝い

　会社の手続、自動車の名義変更などの手続もおまかせください。

8. 不動産の名義変更、相続税の申告など

　当事務所の強力なネットワークにより最適な司法書士、税理士をご紹介します。

　

　その他、相続に関するさまざまな問題に対応します。

企業・法人サポート
企業法務

中小企業が抱える法律問題をバックアップします。

当事務所がお手伝いできることの例

1.債権回収

2.契約渉代理

3.契約書その他法律文書の作成、チェック

4.各種トラブルに対する支援

5.労働問題対応  6.事業継承

7.取引銀行とのトラブル(為替デリバティブ被害救済など)

8.事業再生

9.倒産処理

企業が直面する法律問題の解決を強力にサポートします。

企業顧問

あなたの会社の法務部門として、顧問弁護士・顧問行政書士がお役に立ちます。

顧問弁護士のメリット

1.些細なことでも、気軽に相談できます。

2.急いで弁護士を探す必要がなく、問題への迅速な対応が可能となります。

3.緊急案件であっても、順番待ちがありません。

4.対外的な信用獲得にも役立ちます。

5.交渉、紛争解決がしやすくなります。

6.法務部を設置するよりコストがかかりません。

7.弁護士報酬、行政書士報酬が節約できます。

貴社の実情に合わせた多彩な顧問契約プランをご用意しています。

http//www.tsubaki-law.co.ip


